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計画策定の沿革と背景 

 

 
恵庭市は、北海道の中央部石狩平野の南端に位置し、道都札幌市より南へ約

35km の地点にあり、国道３６号・北海道横断自動車道・北海道縦貫自動車道・

ＪＲ千歳線等の陸上交通が交差し、札幌都心部、新千歳空港に身近にアクセスで

きる交通環境にあります。そのような交通環境における恵庭市の公共交通として

は、新千歳空港と札幌を結ぶＪＲ千歳線が主要な鉄道幹線となっており、恵庭、島

松、恵み野の３地区に駅があり、バス交通については、札幌と千歳間を結ぶ路線と

市内を循環する路線が走っており、市内外からの通勤通学等に利用されています。 

恵庭市における重要な交通結節点であるＪＲ恵庭・恵み野・島松３駅のうち恵

庭駅は快速列車が停車することなどから、年間の乗降客数が２５０万人前後と道

内でも利用の多い駅の一つとなっています。 

このことから、恵庭駅に隣接する駐車場の利用者数についても伸びが顕著とな

っており、今後もこの傾向が続くものと想定されます。 

令和６年（2024）７月より駐車場、駐輪場の管理運営を指定管理者制度に移行

し、民間が持つノウハウを活用した更なる利便性の向上に取り組んでいます。 

平成２８年度からの第２次基本計画では駐車場・駐輪場の利便性の向上、整備、

環境について推進して参りましたが、第２次基本計画の計画期間が最終年を迎え

ることから、駐車場及び駐輪場の現状を検証し、今後の利便性向上に向けた整備、

環境に対する第３次基本計画を策定し推進してまいります。 



　各駐車場・駐輪場の施策体系及び実施内容

※令和６年度実績

※利用台数は令和７年９月実績

＜基本方針＞＜課題＞

自 転 車 マ ナ ー の 低 下

指定管理者制度に よる
継 続 的 な 管 理 運 営

長期駐輪自転車対策の推進

自転車等を利用する人の
マ ナ ー 等 の 向 上

自 転 車 利 用 時 の
マ ナ ー 啓 発 の 推 進

駐輪場施設の老朽化への対応

駐 輪 場 の 利 用 状 況

長期駐輪自転車の 存在

引 渡 し 自 転 車 の 存 在

盗 難 自 転 車 の 存 在

＜施策＞

自 転 車 利 用 環 境 の 整 備
老朽施設の再建、改修、
駐 輪 ス ペ ー ス の 確 保

長期駐輪自転車抑止の推進

盗難防止に向けた自転車施錠
（ ツ ー ロ ッ ク ） の 推 進

駐車場名 駐車可能台数 利用台数

駐輪場名 駐輪可能台数 利用台数

１．恵庭駅東口駐車場 １０５台 １００台

４．恵み野駅東口駐車場 １２４台 ７１台

７．島松駅横駐車場 １０９台 ８９台

５．恵み野高架下東横駐車場 ７６台 ３９台

６．恵み野高架下西駐車場 ７３台 ３６台

２．恵庭駅西口駐車場 ８３台 １０３台

１．恵庭駅西口屋内駐輪場 ５５０台 １９１台

２．恵庭駅西口高架下駐輪場 ３８２台 ５５５台

３．恵庭駅東口駐輪場 ８０４台 ４９７台

４．恵み野駅東口駐輪場 ７４３台 ３７３台

５．恵み野駅西口駐輪場 ２２６台 １９０台

６．島松駅東口（仮設）駐輪場 ２８０台 １８６台

７．島松駅西口駐輪場 ２４台 １９台

＜基本方針＞＜課題＞

駐車料金の見直しの検討 駐 車 料 金 の 見 直 し

公共交通利用者への利便性の
向 上 と 駐 車 需 要 の 軽 減

都市環境、生活環境への配慮

駐車場施設の老朽化への対応

各駐車場の利用率への対応

駐 車 場 施 設 の 拡 充

管 理 の 民 間 活 用

民間駐車場の整備 状況

＜施策＞

「 質 的 改 善 」 の 継 続 と
「 量 的 改 善 」 を 加 え た
駐 車 場 施 策 の 取 組

JR3 駅 周 辺 駐車 場 の適 正
配 置 と 利 用 の 効 率 化

駐車需要に対応した駐車
可 能 台 数 の 拡 充

交通の円滑化と歩行者の
安 全 性 確 保

３．黄金相生跨線橋高架下東駐車場（月極） ２４台 ２４台



これから取り組んでいくこと

これから取り組んでいくこと

○駐車台数の拡充を検討します。

○公共交通機関の利用を促します。

〇駐車料金の見直しを検討します。

○利用台数の向上策を検討・実施します。

○高架下駐車場の利点をＰＲし、利用台数の向上策を検討・実施

します。

○高架下駐車場の利点をＰＲし、利用台数の向上策を検討・実施

します。

〇公共交通機関の利用を促します。

〇駐車料金の見直しを検討します。

○駐車場需要に応じた駐車台数拡大向け、指定管理者と対応策

を協議します。

○当駐輪場のメリットを周知をします。

○サービスの拡充を図ります。

○料金の見直しを検討します。

○長期駐輪自転車の抑止に向けた利用者への啓発、近隣学校への

働きかけを行います。

○近隣学校への自転車の施錠履行に向けた指導を依頼します。

〇駐輪場の改修・再整備について検討します。

○駐輪場の改修、再整備について検討します。

○春と秋に長期駐輪自転車を回収します。

○大学及び高校に学生指導を依頼します。

○屋内駐輪場の利用を促進します。

○春と秋に長期駐輪自転車を回収します。

〇高校への学生指導を依頼します。

〇長期駐輪自転車の抑止に向けた利用者への啓発、近隣学校への

働きかけを行います。

○島松駅周辺再整備事業における駐輪場整備について担当課との

連携・情報共有を図ります。

○島松駅周辺再整備事業における駐輪場整備について担当課との

連携・情報共有を図ります。

黄金地区の開発や近くの病院利用などにより、利

用率が高く、満車状態に近い駐車場。

収容可能台数に対し、利用台数が６割程度。

他の駐車場より認知度が低い。

病院に隣接しており、病院関係者の利用が高い。

高架下のため冬に利用が伸びる傾向にあります。

もっとも利用の低い駐車場。

近隣地域の居住人口が少なく、アクセスも分かり

にくい。

恵庭駅東口駐車場同様に、利用率が満車状態に

近い駐車場。

(仮称)島松地区複合施設建設により駐車可能台
数が減少。

どんな状態なの？？

どんな状態なの？？

駐輪可能台数に対して、利用者が少ない。

一方、冬期保管利用者は多い。

駐輪スペースには十分余裕があります。

２階建て構造のため、高齢者などの利用者は１階

に駐輪する傾向にあります。

屋根付き、屋根なし共に駐輪自転車は増加傾向。

屋根を支える支柱及び路面アスファルトのなど施

設が老朽化。

駐輪用サイクルラックを設置し、整理されている。

長期駐輪自転車が多い。

飽和状態。

盗難に関する問い合わせが多い。

学生の自転車の放置が多い。

（仮称）島松地区複合施設整備により駅右側に仮

設駐輪場を整備し運用している。

令和７年度にサイクルラックを１２台分から２４台分

に増設したことから、無造作に置かれていた自転車

が整理された。

恵庭駅駐車場の供給拡充に向け２４台分の駐車

台数を整備。
〇駐車台数の拡充を検討します。

〇駐車料金の見直しを検討します。



 

 

 

駐車場 

公共交通や自転車等を機軸としたＪＲ３駅を中心

とした「集約型都市構造」の形成及びＪＲ３駅の都

市機能強化に対応した「コンパクトで持続可能なま

ちづくり」の実現を考慮したうえで、駅周辺におけ

る適正な駐車需要を把握し、駐車場施設の管理・運

営・整備を行うことを目的とします。 

 

 

 

 

駐車場 

 

 

 

 

駐車場 

ＪＲ３駅を中心に多機能な「地域拠点」の形成を

図り、まち全体として必要な都市機能を分担し、地

域拠点から良好な住宅地が広がる恵庭型コンパクト

シティの推進に向け、駐車場もその役割を担ってい

きます。駐車場利用者の需要に対応し、利便性の向

上に向けた管理・運営・整備を進めるとともに、交

通事業の推進に向け一翼を担っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐輪場 

環境に優しく手軽で安価な交通手段であり、昨今の

環境意識の高まりや健康志向などの背景からも自転

車利用が増加傾向にあります。 

恵庭市民における主要な交通手段のひとつとして、

駐輪場施設の整備を行うとともに、利用者の交通ルー

ルの遵守、マナー向上を図り、放置自転車のない安全

で安心なまちをつくる駐輪環境整備を目的とします。 

 

 

 

駐輪場 

 

 

 

 

駐輪場 

自転車は市民の主要な交通手段で、利用者がルー

ルを順守し利用すべき交通手段です。自転車に関わ

る者それぞれの役割に応じた責務を果たしていくも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の目的 

計画の実施主体 

基本理念 

令和 8 年３月 

生活環境部 生活環境課 

上記の目的を達成するためには、恵庭市、指定管理者、道路管理者、事業者、利用者等自動車に関わる者が、

それぞれの役割に応じた責務を果たしていく必要があります。このことから、施策の実施主体は、恵庭市をはじ

め地域に関わるすべての市民や事業者とします。 


